
平成 27年（ハ）第 114号　慰謝料請求事件

原告    

被告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年 4月 20日

原告準備書面 ３

本訴訟の目的は、プロバイダ責任制限法に基づく週刊相場情報掲示板（以下、小川

掲示板という）の管理者責任追及である、最大焦点は掲示板の登録者・管理者は両被

告のどちらか、或いは共有なのか。

これに対して、被告巫は準備書面１の中で、管理者ではないと否定をしているが、登

録者については述べていない、一方の被告吉田は答弁書を提出しているが、総て争

うとある。

プロバイダ責任制限法　争点 C についての主張

小川掲示板にはグローバル IPアドレス(リモートホスト名）の表示がされている、 この IP
アドレスとはパソコン本体に付けられた個別番号、小川は４台を使い、吉田に至っては、

何と８～９台も駆使していることになる。

以下が吉田が使用する IPアドレス、これらを交互に使っている、この IPアドレスが表

示されていること知っているのか、それとも他者の操作・管理からの設定に基づくもの

なのか、或いは IPアドレスを変えられるノウハウを他者から教示されているか、何れに

しても不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11年 8月 13日法律 128号）に

基づく違法行為である。

2015年 1月 19日(月)00時 01分 13秒 M106073203192.v4.enabler.ne.jp
 2014年 10月 1日(水)07時 15分 27秒 　164.net112139109.t-com.ne.jp
 2014年 9月 20日(土)04時 07分 3秒 　 118.net182020144.t-com.ne.jp
 2014年 9月 5日(金)00時 55分 18秒　 111.net059085198.t-com.ne.jp
 2014年 7月 31日(木)06時 26分 8秒 　　93.net112139096.t-com.ne.jp
 2014年 7月 8日(火)21時 07分 39秒 　184.net059085195.t-com.ne.jp
 2014年 6月 25日(水)09時 58分 32秒 　154.net112139108.t-com.ne.jp
 2013年 4月 8日(月)15時 50分 31秒 110-132-232-195.rev.home.ne.jp
107.t-com.ne.jp(112.139.107.52)

以下は、並行審理されている別訴・小川吉田訴訟の甲号証を基に作成した書面であ

るが、原告の IPアドレスが操作・工作されている疑いがある。

これは昨年のサイバー警察に拠る、家宅捜索での押収すべき証拠としてパソコン本体

この事実からも被告巫の掲示板、また訴外・北詰淳司のブログ・他の掲示板関連から

不正アクセス禁止法に基づく捜査が行われていると思料する。

１



訴外・北詰淳司の手口は相手の実名・住所等、個人情報をインターネットで公開する

と脅しを掛けてくる、また被告吉田も原告を指して「娘のところに・・」と小川掲示板に脅

迫投稿をしている、”関係のない者を陥れる”・・これは明確な脅迫行為である。

以下は北詰淳司が被告巫の掲示板に書き込んだ記事、これに対して被告巫は応じて

更に、一昨年末に巫掲示板の一時閉鎖を装い、北詰の虚偽告訴の証拠記事を消去

する共同正犯を犯した、他人の刑事事件で証拠隠滅を謀るのは重罪である。

２



被告吉田・北詰は、原告事件書面の外部投稿を徹底的に潰しに奔走する。

３


